
独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院における 
労働者派遣（院内情報システム管理）業務の 

公募型企画競争募集公告 
 
 独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院では、医療の質の向上、患者サ

ービスの向上、医療の安全確保、業務の効率化を目的に、院内情報システム管

理業務について企画・提案を募集し、総合的な審査により当院に適した事業者

を公募型プロポーザル方式により選定します。 
 
平成２６年６月９日 

独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 
院 長  室谷 典義 

 
１．事業概要 
（１）業務名 
   独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院における労働者派遣（院内 

情報システム管理）業務 
（２）事業内容 
   労働者派遣（院内情報システム管理）業務にて当院に常駐し、管理業務 
   を行う 
（３）履行期間 
   平成２６年７月１４日～平成２９年３月３１日 
   本契約は「労働者派遣（院内情報システム管理）業務」を行うこととし 

自動更新はしない。 
 
２．参加資格、選定基準及び評価基準 
（１）企画書（様式３）及び見積書（様式４）の提出者に要求される資格 
   次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 
  ①法人等を設立して５年以上経過しており、会社運営について、各々良好 
   な運営実績が３年以上あること。（要写し） 
  ②旧運営委託法人と関連のある法人でないこと。 
  ③法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 
   （要写し） 
  ④不正及び不誠実な行為がないこと。 
  ⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立 
   中又は更生手続中でないこと。 



  ⑥民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始中の申 
   立中又は再生手続中でないこと。 
  ⑦地方自治体施行令第１６７条の４に規定する者に該当しないものである 
   こと。 
  ⑧入札参加者停止等基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 
  ⑨緊急対応が２時間以内にできることを証明できること。（要証明） 
  ⑩委託業務を単体で遂行できる者とし、再委託及び共同企業体等による応 
   札は認めない。（要証明書） 
  ⑪厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」 
   のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付され、競争参加資格を有する者であること。 
   （要写し） 
（２）以下①～⑤に該当しない者であること。この代理人、支配人その他の使 
   用人として使用する者についても含める。 
  ①契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の 
   品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 
  ②公正な競争の執行を妨げる者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利 
   益を得るための連合をした者 
  ③落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 
  ④監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の 
   執行を妨げた者 
  ⑤正当な理由なく契約を履行しなかった者 
 
３．手続等 
（１）担当課・係 
 〒２６０－８７１０ 千葉県千葉市中央区仁戸名町６８２ 
  独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 事務部 経理課 契約係 
    電話 ０４３－２６１－２２１１（内線２９１） 
（２）入札関連資料の交付期間及び場所 
  ①交付期間 
   平成２６年６月９日（月）～同年６月２３日（月）１２時００分（厳守） 
  （但し、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第 91号）第 1条に 
  規定する行政機関の休日は除く。） 
  ②交付場所 
   「（１）」に同じ（必ず名刺、印鑑（認印可）持参） 
 
 



（３）参加希望者の応募登録期限、場所及び方法（事前提出書類有） 
  ①応募登録期限 
   平成２６年６月２４日（火）１２時００分（厳守） 
  ②応募登録場所及び方法 
   「（１）」に同じ（様式１「応募申込書」、様式２「会社（企業）の概要」 
   及び、名刺、印鑑（認印可）を必ず持参する。 
（４）企画書（様式３）及び見積書（様式４）等の提出期限、場所及び方法 
  ①提出期限 
   平成２６年６月２５日（水）１２時００分（厳守） 
  ②提出場所及び方法 
   「（１）」に同じ（必ず持参すること） 
  ③企画書のヒアリング（プレゼンテーション） 有 
   日時等に関しては「３．（４）」の提出時に通知とする。 
   プレゼンテーションの際は、必ず、身分証明、名刺、印鑑（認印可）を 
   持参下さい。また、事前に当院からお送りしている「一般競争参加資格 

確認結果通知書」も併せて必ず持参ください。 
（５）事前提出書類 
  ①設立して５年以上経過しており、良好な運営実績が３年以上あること。 
   （要写し） 
  ②法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。（要写し） 
  ③緊急対応が２時間以内にできることを証明できること。（要証明） 
  ④委託業者を単体で遂行できる者とし、再委託及び共同企業体等による応 
   札は認めない（要証明書） 
  ⑤厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級 
   （要写し） 
  ⑥企画書（プレゼンテーション資料） 
  ⑦見積書 
（６）選定結果の通知 
  平成２６年７月４日（金） 
 
 
 
 
 
 
 



４．その他 
 （１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書及び見積書 
   は、無効 
 （２）契約書作成の要否・・・・要 
 （３）企画書のヒアリング・・・・必要に応じて実施 
 （４）関連情報を入手するための窓口・・・上記「３．（１）」に同じ 
 （５）詳細は、別紙１「説明書」による 
 


